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■「1.27緊急集会」を開催 
全腎協は、入院食事代の引き上げや混合診療につながる患者申出制度の導入、

障害年金認定基準や介護保険の見直し等々、透析患者にとって身近な社会保障

制度の「改革」が検討されていることをうけ、１月 27 日（火）、参議院議員会

館において「腎臓病患者の医療・生活の崩壊をくい止める緊急集会１．２７」

を開催しました。 

集会には全国から 124 名の患者や家族が集い、全腎協理事や参加者らから、

諸制度改革の動きをくい止め、誰もがどこでも安心して途切れのない医療・介

護が受けられる社会の実現を求める要望や想いを訴えました。 

厚生労働省からは各担当者が出席し要望に対する回答を受けたのち、与野党

８名の国会議員が国会審議の合間をみて激励のあいさつに駆けつけました。 

全腎協には、国会議員や厚労省へ患者一人ひと

りの訴えを届けたいと全国から 2000 通にのぼる

メッセージが寄せられ、集会終了後、メッセージ

を一枚ずつコピー印刷しそれぞれの厚労省担当

局へ届けました。 
＊メッセージの一部を集約した「声」および集会にて

採択された要望書（別紙）は全腎協ホームページにて

掲載予定。 

 

■政府が「医療保険制度改革の骨子」を決定 
－入院時食事代は段階的に引き上げる方針－ 

政府の社会保障制度改革推進本部は、１月 13日、▽入院時の食費代引き上げ、

▽紹介状なしで大病院を受診する場合の 5000 円から 1 万円の定額負担の導入、

▽患者申出療養（仮称）の創設、などを盛り込んだ「医療保険制度改革の骨子」

を決定し、１月 26日に召集された通常国会での関連法案成立を目指すことを明

らかにしました。 

 入院時の食事代については、これまでの 1 食 260 円の食事代を、食材費とし

て 2016 年度から１食 360 円へ、２年後の 2018 年度からは 1 食 460 円へと段階

的に引き上げるとしています。 

 ただし、低所得者（市町村民税非課税）や１月から始まった難病医療費助成

の対象となる「指定難病」患者については、当分の間負担額を据え置くとして

います。また、療養病床に入院する 65歳以上の透析患者については、今回の引

き上げの対象からは外れる見通しですが、透析患者の多くが一般病床に入院（長

期含む）している実態から、多くの患者にとって大きな負担増になります。 

今後、論戦は国会へ舞台を移し本格化していくことになります。全腎協では、

関係団体と連携しながら国会の動きを注視し、法案成立をくい止めるために引

き続き活動していきます。 



 

別紙 


